
教育相談（予約制）
○相談日・時間　月曜～金曜日、午前９時～正午、
　午後１時～５時（適応指導教室は４時まで、随
　時）
○相談場所・問合せ
　●秋川教育相談所（☎558－6444）
　●五日市教育相談所（☎596－6460）
　●適応指導教室［せせらぎ教室（☎550－6527)］
子ども相談（予約制）
○相談日・時間　月曜～土曜日、午前９時～午後
　５時30分
○相談場所　各児童館
子ども家庭支援センター総合相談（随時）
○相談日・時間　月曜～金曜日、午前８時30分～
　正午、午後１時～５時15分
○相談場所・問合せ　子ども家庭支援センター（☎
　550－3313）
子育て相談（予約制）
○相談日・時間　月曜～金曜日、午前10時～午後
　５時
○相談場所　屋城保育園、神明保育園、すぎの子
　保育園

教育・子ども相談

　
８
月
３
日
（土）
に
開
催
さ
れ
る
第
11

回
あ
き
る
野
夏
ま
つ
り
駅
前
大
通
り

会
場
で
、
ゆ
り
ー
と
ダ
ン
ス
「
ニ
ッ

コ
リ
・
フ
ァ
イ
ト
！
」
を
ゆ
り
ー
と

と
一
緒
に
踊
っ
て
い
た
だ
け
る
２
人

以
上
の
グ
ル
ー
プ
を
募
集
し
ま
す
。

▽
日
時
　
８
月
３
日
（土）
　
午
後
４
時

　
50
分

※
集
合
は
午
後
４
時
を
予
定
（
申
込

　
者
へ
個
別
に
通
知
し
ま
す
）

▽
場
所
　
あ
き
る
野
夏
ま
つ
り
駅
前

　
大
通
り
会
場

▽
対
象
　

　●

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
２
人

　
以
上
の
グ
ル
ー
プ
（
年
齢
は
問
い

　
ま
せ
ん
）

　●

ゆ
り
ー
と
ダ
ン
ス
「
ニ
ッ
コ
リ
・

　
フ
ァ
イ
ト
！
」
を
２
回
続
け
て
踊

　
る
こ
と
が
で
き
る
方

▽
参
加
賞
　
か
わ
い
い
ゆ
り
ー
と
グ

　
ッ
ズ
を
差
し
上
げ
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法
　
７
月
19
日
（金）
ま
で

　
に
、
代
表
者
の
氏
名
、
年
齢
、
住

　
所
、
電
話
番
号
、
グ
ル
ー
プ
名
、

　
グ
ル
ー
プ
人
数
を
、
電
話
か
フ
ァ

　
ッ
ク
ス
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
東
京
多
摩
国

　
体
〈
ス
ポ
ー
ツ
祭
東
京
２
０
１

　
３
〉
あ
き
る
野
市
実
行
委
員
会
事

　
務
局
（
国
体
推
進
室
、
☎
５
３
２

　
・
０
２
２
３
、
　
５
３
２
・
０
２

　
２
４
）

　
差
し
押
さ
え
た
動
産
を
、
官
公
庁

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
（
ヤ
フ
オ
ク
！
）
で

公
売
し
ま
す
。

▽
公
売
物
件
　
バ
イ
ク
、
財
布
、
記

　
念
硬
貨
な
ど

▽
参
加
条
件
　
ヤ
フ
オ
ク
！
官
公
庁

　
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
か
ら
事
前
登
録
な
ど
が
必
要
で
す
。

▽
事
前
登
録
・
参
加
申
込
期
間
　
７

　
月
５
日
（金）
の
午
後
１
時
〜
19
日
（金）

　
の
午
後
11
時
ま
で

▽
入
札
期
間
　
７
月
26
日
（金）
の
午
後

　
１
時
〜
28
日
（日）
の
午
後
11
時
ま
で

▽
公
売
物
件
下
見
会

　●

日
時
…
７
月
13
日
（土）
　
午
前
10
時

　
〜
午
後
４
時

　●

場
所
…
拝
島
駅
南
口
階
段
下
広
場

※
公
売
物
件
下
見
会
は
、
昭
島
市
、

　
青
梅
市
、
福
生
市
、
羽
村
市
、
瑞

　
穂
町
と
合
同
で
行
い
ま
す
。

▽
そ
の
他
　
市
税
な
ど
の
納
付
状
況

　
で
、
公
売
を
中
止
す
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
の
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
　
徴
税
課
徴
税
係

▽
日
時
　
７
月
16
日
（火）
　
午
前
10
時

　
〜
11
時

▽
場
所
　
秋
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▽
内
容
　
親
子
で
音
楽
に
合
わ
せ
て

　
体
を
動
か
し
ま
す
。

▽
講
師
　
小
　
智
美
さ
ん
（
ア
ス
ポ

　
ル
ト
指
導
員
）

▽
対
象
　
１
歳
児
の
子
ど
も
と
そ
の

　
保
護
者

▽
定
員
　
20
組
（
申
込
み
順
）

▽
持
ち
物
な
ど
　
水
分
補
給
で
き
る

　
も
の
、
動
き
や
す
い
服
装
で
参
加

▽
費
用
　
無
料

▽
申
込
み
方
法
　
７
月
２
日
（火）
か
ら

　
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
子
ど
も
家
庭

　
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
５
５
０
・
３

　
３
１
３
）

　市では、新聞折込で配布している「広報あきる野」を受け
取れない世帯や事業所にも広報紙をお届けするため、申込み
による個別配布を行っています。新聞未購読で、まだ個別配
布を申し込んでいない方は、お早めに申し込んでください。
※現在実施している、市民ポスト、市内のスーパーマーケッ
　トやコンビニエンスストア、金融機関などへの広報あきる
　野の配置は、７月15日発行号で終了します。
※図書館や体育館などへの配置は部数を限定して継続します。
○申込みできる方　市内に住所があり、広報紙を折込してい
　る新聞（読売、朝日、毎日、産経、日経、東京の各紙朝
　刊）を購読していない方で、個別配布を希望する方（１世
　帯当たり１件の申込みに限ります）
○配布の対象となるもの　広報あきる野の定期発行号（毎月

　１日と15日に発行）と臨時発行号
※翌月１日発行号から、発行日当日に受託事業者
　が配布します（１月１日号は１月３日までに配
　布）。
○費用　無料
○申込み方法　広報あきる野個別配布希望、住所、
　氏名（事業所名）、電話番号を、はがき、ファ
　ックスまたは電話で申し込んでください。
○申込み・問合せ　市長公室（〒１９７－０８１
　４　二宮３５０、直通５５８―１２６９、　５
　５８―１１１３）

平成25年３月18日～31日生まれ

平成25年３月１日～17日生まれ

平成23年12月16日～31日生まれ

平成23年12月１日～15日生まれ

平成22年６月13日～30日生まれ

平成22年６月１日～12日生まれ

午前10時
　～10時45分

小学校入学前の乳幼児
　　　　（五日市保健センター）

４日㈭

午前９時
　～10時30分

乳児（１歳未満）８日㈪

午前９時
　～10時30分

小学校入学前の幼児（１歳以上）
　　　　　　　　　　と保護者

11日㈭

午後１時
　～１時45分

1歳6か月児
健康診査

２日㈫

19日㈮

５日㈮

９日㈫

12日㈮

16日㈫

種　別

都内在住の方は、都

内委託医療機関で、

６～７か月児・９～

10か月児健康診査を

無料で受診できます。

受診票は、「３～４

か月児・産婦健診」

時に配布しています。

都外から転入した方

で、あきる野市発行

の受診票を持ってい

ない方は、連絡の

上、交付を受けてく

ださい。

受付時間対 象 乳 幼 児

乳児産婦
健康診査

育児相談

午前９時30分
　～９時45分

生後８か月～２歳10か月までの
　　　　　　　乳幼児（予約制）

22日㈪
むし歯
予防教室

３歳児
健康診査

※３歳児・１歳６か月児・乳児産婦健康診査の対象の方に通知をします。
　１週間前までに通知が届かない方や、最近転入した方で未受診の方は連絡してください。
※育児相談では、保護者の健康相談も実施しています。

振り込め詐欺に
　　　ご注意を！

FAX

FAX

　
平
成
25
年
１
月
か
ら
４
月
に
お
け

る
都
内
の
振
り
込
め
詐
欺
の
認
知

件
数
は
、
８
４
２
件
（
前
年
比
77
件

増
加
）
、
被
害
金
額
は
約
22
億
３
千

万
円
（
前
年
比
約
２
億
円
増
加
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。

▽
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
の
ポ
イ

　
ン
ト

　●

現
金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
は
、

　
他
人
に
は
絶
対
に
渡
さ
な
い
。

　●

振
り
込
め
詐
欺
の
手
口
を
家
族
で

　
話
し
合
う
。

　●

「
オ
レ
オ
レ
」
と
か
か
っ
て
き
た

　
電
話
に
は
、
息
子
や
孫
の
名
前
を

　
言
わ
な
い
。

　●

勤
め
先
な
ど
、
携
帯
電
話
以
外
の

　
連
絡
先
を
教
え
て
お
く
。

　●

家
族
し
か
知
ら
な
い
合
い
言
葉
を

　
決
め
て
、
定
期
的
に
連
絡
を
す
る
。

　●

ナ
ン
バ
ー
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
し
て
、

　
知
ら
な
い
電
話
番
号
に
は
出
な
い
。

　●

自
宅
に
い
る
時
で
も
、
留
守
番
電

　
話
に
設
定
し
て
お
く
。

　●

お
金
の
話
が
出
た
ら
、
必
ず
家
族

　
や
警
察
に
相
談
す
る
。

▽
「
振
り
込
め
詐
欺
見
張
隊
」
を
活

　
用
し
た
被
害
防
止
対
策
　
「
振
り

　
込
め
詐
欺
見
張
隊
」
と
は
、
家
庭

　
の
電
話
に
設
置
す
る
機
械
の
名
称

　
で
す
。
電
話
を
か
け
て
き
た
相
手

　
に
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
流
し
、
詐

　
欺
犯
人
と
の
会
話
を
自
動
録
音
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
機
械
で
す
。
設

　
置
は
警
察
官
が
直
接
設
置
し
、
機

　
械
の
大
き
さ
も
葉
書
と
ほ
ぼ
同
じ

　
サ
イ
ズ
で
す
。
設
置
費
用
は
か
か

　
り
ま
せ
ん
が
、
毎
月
約
40
円
程
度

　
の
電
気
代
が
か
か
り
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
福
生
警
察
署
（
☎
５
５

　
１
・
０
１
１
０
）
、
五
日
市
警
察

　
署
（
☎
５
９
５
・
０
１
１
０
）
、

　
地
域
防
災
課
防
災
安
全
係


